
 18

引上げ分の地方消費税交付金の使途について引上げ分の地方消費税交付金の使途について引上げ分の地方消費税交付金の使途について引上げ分の地方消費税交付金の使途について

・地方消費税交付金 1,400,000 千円

　　うち引上げ分（社会保障財源化分） 600,000 千円

（歳出）

・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 11,765,603 千円

・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費(一般財源ベース) 6,123,383 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】
（単位：千円）

国 県 その他
社会保障財源化分の
地方消費税交付金 その他

社会福祉費 2,954,252 713,263 585,473 17,141 32,812 1,605,563

老人福祉費 949,134 3,430 3,594 18,818 81,047 842,245

児童福祉費 5,687,160 2,004,716 929,866 421,387 239,588 2,091,603

生活保護費 942,612 676,041 5,500 64,412 196,659

小　　　計 10,533,158 3,397,450 1,524,433 457,346 417,859 4,736,070

保健衛生費 1,232,445 15,886 25,558 221,547 182,141 787,313

小　　　計 1,232,445 15,886 25,558 221,547 182,141 787,313

合　　　計 11,765,603 3,413,336 1,549,991 678,893 600,000 5,523,383
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